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   令和９年度における地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

    の補助ブロックごとに定める標準経常費用について 
 
 

 令和９年度における地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成

２３年３月３０日付け国総計第９７号、国鉄財３６８号、国鉄業第１０２号、

国自旅第２４０号、国海内第１４９号、国空環第１０３号）別表２及び別表４

の補助ブロックごとに定める地域キロ当たり標準経常費用は別添のとおりとす

るので、関係者への周知方よろしく取り計らい願います。 
 



（単位：円）

地域キロ当たり
標準経常費用
（（A+B+C）/3）

（前年度単価）

北北海道 A 339.34 B 363.97 C 388.35 363.88 (348.06) 旭川、帯広、釧路及び北見運輸支局管内

南北海道 453.86 474.95 510.61 479.80 (457.38) 札幌、函館及び室蘭運輸支局管内

東北 369.84 387.79 418.11 391.91 (373.55) 青森県、岩手県、宮城県及び福島県

羽越 389.68 423.63 458.90 424.07 (394.29) 秋田県、山形県及び新潟県

長野 511.45 564.21 590.91 555.52 (537.23) 長野県

北関東 340.35 358.42 406.34 368.37 (347.58) 群馬県、栃木県及び茨城県

千葉 480.69 521.89 612.47 538.35 (491.40) 千葉県

武蔵・相模 574.73 605.61 672.78 617.70 (578.97) 埼玉県、東京都三多摩地区及び神奈川県（京浜及び山梨・静岡ブロックに属する地域を除く。）

京浜 653.70 677.88 817.37 716.31 (660.60) 東京都特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、川崎市及び横浜市

山梨・静岡 446.76 473.03 520.84 480.21 (445.24) 山梨県、静岡県及び神奈川県西部

東海 408.23 430.77 475.34 438.11 (415.88) 愛知県、三重県及び岐阜県

北陸 420.14 476.64 539.73 478.83 (439.18) 福井県、石川県及び富山県

北近畿 426.63 443.47 470.36 446.82 (426.56) 滋賀県、京都府及び兵庫県（京阪神に属する地域を除く。）

南近畿 508.11 551.22 603.83 554.38 (505.30) 奈良県及び和歌山県

京阪神 556.62 566.79 645.16 589.52 (558.96)
大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣接する地域）及び兵庫県（神戸市及び明石市を含む大
阪府に隣接する地域）

山陰 294.50 309.31 333.81 312.54 (300.56) 鳥取県及び島根県

山陽 415.01 434.94 478.54 442.83 (419.74) 岡山県、広島県及び山口県

四国 345.29 361.52 415.48 374.09 (347.88) 香川県、愛媛県、徳島県及び高知県

北九州 439.29 473.48 513.02 475.26 (442.01) 福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県

南九州 344.41 368.34 397.83 370.19 (349.88) 熊本県、宮崎県及び鹿児島県

沖縄 279.16 293.12 319.12 297.13 (259.28) 沖縄県

注）　※は会計年度（4月～3月）である。

令和９年度　地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金）計画認定申請に係る地域キロ当たり標準経常費用

地域区分 ※Ｒ４年度 ※Ｒ５年度 ※Ｒ６年度

路線型運行

適用地域
一般乗合旅客運送事業


